
公衆浴場の構造設備及び衛生上の措置等の基準  

 

○構造設備の基準（★：緩和対象、●： 経過措置対象）  

普
通  

その他 
久留米市  

公衆浴場法
施行条例  

条   文  個

室  

個

室

以

外  

 
準

用

↓  

準

用

↓  

項  号   
第４条  法第 ３条第 ２ 項の規定 によ る条例 で 定める普 通公 衆浴場
の営業者 が講 じなけ れ ばならな い構 造設備 に 係る措置 の基 準は、
次のとおりとする。  

○   ○  

1 

1  

★出入口は、男女別に 区画すること。  
 
 
 

○  ○  ○  2  

★脱衣室及び浴室は、 屋外から見通せない構 造とすること。  
 
 
 

○   ○  3  

★脱衣室 及び 浴室は 、 男女別に 設け 、その 境 界は、高 さ２ メート
ル以上の仕切りで区画 し、相互に見通せない 構造とすること。  
 
 
 

○  ○  ○  4  

★脱衣室 及び 浴室に は 、採光換 気の ため、 直 接外気に 接し た箇所
に、適当な窓又はこれ に代わる設備を設ける こと。  
 
 
 

○   ○  5  

脱衣室に は、 入浴者 ご とに衣類 等を 入れる 戸 棚又はこ れに 代わる
設備を設けること。  
 
 

○   ○  6  

★脱衣室 には 、入浴 者 が利用で きる 便所並 び に防虫、 防臭 及び流
水による手洗いのため の設備を設けること。  
 
 
 

○  ○  ○  7  

★浴室には、湯気抜き 又はこれに代わる機械 設備を設けること。  
 
 
 

○  ○  ○  8  

★浴室の 床は 、不浸 透 性材料で 造る ととも に 、汚水を 速や かに排
水できる構造とするこ と。  
 
 
 

○  ○  ○  9  

★浴室の 内壁 は、不 浸 透性材料 で造 る場合 を 除き、床 面か ら少な
くとも１メートルの高 さまで耐水性材料で覆 うこと。  
 
 
 

○   ○  10  

★浴室に は、 上がり 用 湯及び上 がり 用水を 常 時供給す る湯 栓及び
水栓を適当数設けるこ と。  
 
 
 

○   ○  11  

浴槽は、 耐水 性材料 で 造るとと もに 、床面 か ら５セン チメ ートル
以上の上 縁を 設け、 か つ、必要 に応 じ内側 に 足掛かり を設 けるこ
と。  
 
 
 

○   ○  12  

●原湯を貯留するため の槽（以下「貯湯槽 」と いう。）には、貯湯
槽内の湯 水の 温度を 通 常の使用 状態 におい て 摂氏６０ 度以 上に保
つことが でき る加温 装 置を設け るこ と。た だ し、当該 貯湯 槽を設
けること がで きない や むを得な い事 由があ る 場合は、 貯湯 槽内の
湯水を消毒するための 設備を設けること。  
 
 
 



○   ○  13  

●原水又 は原 湯を送 水 するため の配 管は、 浴 槽水を循 環さ せるた
めの配管 と接 続せず 、 原水又は 原湯 を浴槽 水 面の上部 から 浴槽に
落とし込む構造とする こと。  
 
 
 

○   ○  14  

●循環し てい る浴槽 水 を使用す る浴 槽は、 循 環してい る浴 槽水を
浴槽の底部に近い箇所 で供給する構造とする こと。  
 
 
 

○   ○  15  

●打たせ湯は、循環している浴槽水を使用しな い構造とすること。 
 
 
 

○   ○  16  

●屋内の 浴槽 は、配 管 等を通じ て、 屋外の 浴 槽内の湯 水が 屋内の
浴槽内の湯水に混入し ないような構造とする こと。  
 
 
 

  

準

用

↓  

項  号   

第５条  個室 を設け て 入浴させ るそ の他の 公 衆浴場（ 以下 「個室
公衆浴場」という。）の営業者が講じなければ ならない措置 の基準
は、前項 に掲 げるも の のほか、 次の 各号に 掲 げる区分 に応 じ当該
各号に定めるとおりと する。  

 ○   

2 1 

 

構造設備に係る措置の 基準  次に掲げる措置 を講ずること。  
 
 
 

 ○   ｱ 

前条第１ 項第 ２号、 第 ４号及び 第７ 号から 第 ９号まで に規 定する
措置を講ずること。  
 
 
 

 ○   ｲ 

個室は、適当な広さの 脱衣室と浴室に区分す ること。  
 
 
 

 ○  ○  ｳ 

★浴室には、浴槽又は 湯及び水の出るシャワ ーを設けること。  
 
 
 

 ○   ｴ 

入浴者が 利用 できる 便 所を男女 別に 設ける と ともに、 防虫 、防臭
及び流水による手洗い のための設備を設ける こと。  
 
 
 

 ○   ｵ 

風俗営業 等の 規制及 び 業務の適 正化 等に関 す る法律（ 昭和 ２３年
法律第１ ２２ 号）第 ２ 条第６項 第１ 号に該 当 する営業 に係 る個室
にあって は、 その内 部 を浴場内 の通 路から 常 に見通せ る構 造及び
配置とし、出入口の扉 には、かぎを付けない こと。  
 
 
 

   項  号   
第 ５ 条  個 室 公 衆 浴 場 以 外 の そ の 他 の 公 衆 浴 場 の 営 業 者 が 講 じ
なければならない措置 の基準は、第１項に掲 げるもののほか、次
の各号に掲げる区分に 応じ、当該各号に定め るとおりとする。  

  ○  

3 1 

 

構造設備の措置の基準  次に掲げる措置を講 ずること。  
 
 
 

  ○  ｱ 

前条第１項各号に規定 する措置を講ずること 。  
 
 
 

  ○  ｲ 

前項第１号ウに規定す る措置を講ずること。  
 
 
 

 
 
 （経過措置）  
第４条第１項第１２号 から第１６号まで（第 ５条第３項の規定によ り適用される場合を含 む。）
の 規 定 は 、 平 成 １ ５ 年６ 月 ３ ０ 日 以 前 に 法 第２ 条 第 １ 項 の 規 定 に より 許 可 を 受 け て い る 公衆 浴
場の営業者が有する設 備については、これを 改築する場合を除き、 適用しない。  
 
 
 



○衛生措置等の基準①  （★：緩和対象 ）  

普
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外  
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用

↓  

項  号  
 第４条  前項 に定 める ものの ほか、 法第 ３条 第２項 の規定 による

条例で 定める 普通 公衆 浴場の 営業者 が講 じな ければ ならな い構造
設備に係る措置の基準 以外の措置の基準は、 次のとおりとする。  

○  ○  ○  

2 

1  
★脱衣 室及び 浴室 の照 度は、 床面に おい て１ ５０ル クス以 上を保
つこと。  

○  ○  ○  2  
脱衣室 、浴室 、便 所そ の他入 浴者が 直接 利用 する施 設は、 １日に
１回以上清掃し、常に 清潔に保つこと。  

○  ○  ○  3  
脱衣室 、浴室 、便 所及 び排水 設備は 、１ 月に １回以 上消毒 し、害
虫、ねずみ等の発生の 防止及び駆除に努める こと。  

○   ○  4  ★７歳以上の男女を混 浴させないこと。  

○  ○  ○  5  
入浴者 に、く し、 タオ ル、か みそり 等（ 新し いもの 又は消 毒した
ものでかみそり以外の ものを除く。）を貸与し ないこと。  

○  ○  ○  6  
入浴者 が遵守 しな けれ ばなら ない事 項そ の他 の規則 で定め るもの
を入浴者の見やすい場 所に掲示すること。  

○  ○  ○  7  

従業員 が感染 症（ 感染 症の予 防及び 感染 症の 患者に 対する 医療に
関する 法律（ 平成 １０ 年法律 第 １１ ４号 ）第 ６条の 感染症 その他
の感染性のある疾患を いう。）に罹患している とき又はその疑いが
あるときは、当該従業 員を業務に従事させな いこと。  

○  ○  ○  8  
浴場に おいて 使用 する 湯水は 、常に 清潔 にし て、規 則で定 める水
質基準に適合させるこ と。  

○   ○  9  

浴槽水 は、１ 日に １回 以上完 全に換 水す るこ と。た だし、 連日使
用型循 環浴槽 （集 毛器 、消毒 装置及 びろ 過器 のいず れをも 備えた
浴槽に限る。）を使用す る場合にあっては、１週 間に１回以上完全
に換水することをもっ て足りる。  

○   ○  10  
浴槽水 は、常 に満 水状 態を保 ち、か つ、 原水 若しく は原湯 又は十
分にろ 過した 湯水 を供 給する ことに より 溢水 させ、 清浄に 保つこ
と。  

○   ○  11  

浴槽水 の水質 検査 を１ 年に１ 回以上 （２ ４時 間以上 完全に 換水し
ないで浴槽水を循環さ せている場合にあって は、１年に２回以上）
行い、 その成 績書 （当 該成績 書に記 載す べき 事項を 記録し た電磁
的記録 （電子 的方 式、 磁気的 方式そ の他 人の 知覚に よって は認識
するこ とがで きな い方 式で作 られる 記録 であ って、 電子計 算機に
よる情 報処理 の用 に供 される ものを いう。）を 含む。）を３ 年間保
存すること。  

○   ○  12  

２４時 間以上 完全 に換 水しな いで浴 槽水 を循 環させ ている 場合に
あって は、浴 槽水 を消 毒する ための 塩素 系薬 剤を適 切な位 置に投
入し、 浴槽水 １リ ット ル中０ ．４ミ リグ ラム 以上の 遊離残 留塩素
濃度又 は３ミ リグ ラム 以上の モノク ロラ ミン 濃度 を 保つこ と。た
だし、 これに 代わ る有 効な方 法で消 毒す る場 合にあ っては 、この
限りでない。  

○   ○  13  
浴槽水 を循環 させ るた めに使 用する 設備 は、 定期的 に清掃 及び消
毒をするとともに、適 切な維持管理を行うこ と。  

○   ○  14  
貯湯槽 及び調 節箱 （洗 い場の 湯栓及 びシ ャワ ーに送 る湯の 温度を
調節す るため の槽 ） 内 の生物 膜の状 況を 定期 的に把 握し、 必要に
応じ生物膜の除去を行 うための清掃及び消毒 をすること。  

○   ○  15  
貯湯槽 内の湯 水の 温度 は、摂 氏６０ 度以 上に 保つこ と。た だし、
これに より難 い場 合に あって は、貯 湯槽 内の 湯水を 塩素系 薬剤等
で消毒すること。  

○   ○  16  

浴槽から溢水した湯水 及び当該湯水を回収す るための槽（以下「回
収槽」という。）内 の湯 水は、浴用に供しない こと。ただし、こ れ
により 難い場 合に あっ ては、 浴槽か ら溢 水し た湯水 の還水 管及び
回収槽 内の清 掃及 び消 毒を十 分にす ると とも に、回 収槽内 の湯水
を塩素系薬剤等で消毒 すること。  

○   ○  17  

気泡発 生装置 、ジ ェッ ト噴射 装置等 微小 な水 粒を発 生させ る設備
（以下「気泡発生装置等」という。）を設置した浴槽には、２４時
間以上 完全に 換水 しな いで循 環させ てい る浴 槽水を 使用せ ず、気
泡発生 装置等 の内 部に 生物膜 が形成 され ない ように 適切に 管理す
ること。  

○   ○  18  
気泡発 生装置 等の 空気 取入口 には、 ほこ り 、 浴槽水 等が入 らない
ような措置を講ずるこ と。  

○   ○  19  打たせ湯には、循環し ている浴槽水を使用し ないこと。  

○   ○  20  
前各号 に掲げ る措 置を 適正に 講ずる ため の手 引書を 作成し 、従業
員に周知させること。  

○   ○  21  

貯湯槽 内の湯 水の 温度 及び第 １２号 に規 定す る遊離 残留塩 素濃度
を１日 に２回 以上 測定 し、そ の記録 （同 号た だし書 及び第 １５号
ただし書の規定による 措置に関する記録を含 む。）を３年間保存す
ること。  



○衛生措置等の基準②  （★：緩和対象 ）  
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  項  号   

第 ５ 条  そ の 他 の 公 衆 浴 場 の 営 業 者 が 講 じ な け れ ば な ら な い 措

置の基準は、次のとお りとする。  

○  ○  ○  

1 

1  風紀が乱れないように 注意し、及び従業員を 指導すること。  

○  ○  ○  2  
風紀を乱すおそれのあ る文書、絵画、写真そ の他物品を備え、又

は掲げないこと。  

○  ○  ○  3  風紀を乱すおそれのあ る放送を行わないこと 。  

  

準

用

↓  

項  号   

第５条  個室を設けて 入浴させるその他の公 衆浴場（以下「個室

公 衆 浴 場 」 と い う 。） の 営 業 者 が 講 じ な け れ ば な ら な い 措 置 の 基

準は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定めるとおり とする。  

 ○   

2 2 

 
構 造 設 備 に 係 る 措 置 の 基 準 以 外 の 措 置 の 基 準  次 に 掲 げ る 措 置

を講ずること。  

 ○   ｱ 
前 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 第 ５ 号 か ら 第 ８ 号 ま で に

規定する措置を講ずる こと。  

 ○   ｲ 浴槽水は、入浴者ごと に完全に換水すること 。  

 ○  ○  ｳ 
湿熱又は乾熱を使用す る入浴設備を設ける場 合は、見やすい位置

に温度計を備え、適正 な利用温度を保つこと 。  

   項  号   

第 ５ 条  個 室 公 衆 浴 場 以 外 の そ の 他 の 公 衆 浴 場 の 営 業 者 が 講 じ

なければならない措置 の基準は、第１項に掲げるもののほか、次

の各号に掲げる区分に 応じ、当該各号に定め るとおりとする。  

  ○  

3 2 

 
構 造 設 備 に 係 る 措 置 の 基 準 以 外 の 措 置 の 基 準  次 に 掲 げ る 措 置

を講ずること。  

  ○  ｱ 前条第２項各号に規定 する措置を講ずること 。  

  ○  ｲ 前項第２号ウに規定す る措置を講ずること。  

  ○  ｳ 
のこくず、ぬか等を使用する入浴設備にあっ ては、必要に応じこ

れらを新しいものと入 れ替え、常に清潔に保 つこと。  

 

 

普

通  

その他 

条例  条   文  個

室  

個

室

以

外  

 ○  ○  項  号   

（措置の基準の特例）  

第７条  個室公衆浴場 の営 業者が、設備の形 態その他の理由によ

り、第５条第２項第２ 号アの規定により適用 される第４条第２項

第１号に規定する措置 の基準により難い場合 であって、市長が公

衆衛生上及び風紀上支 障がないと認めるとき は、当該措置の基準

の全部又は一部を適用 しないことができる。  

２  個室公衆浴場以外 のその他の公衆浴場の 営業者が、設備の形

態その他の理由により 、次の各号に規定する 措置の基準により難

い場合であって、市長 が公衆衛生上及び風紀 上支障がないと認め

るときは、当該措置の 全部又は一部を適用し ないことができる。 

(1） 第５条第３項第 １号ア の規定により適 用される措置の基準

（ 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 及 び 第 ６ 号 か ら 第 １ ０ 号

までに規定する措置に 限る。）  

(2) 第５条第３項第１ 号イの規定により適用 される措置の基準  

(3) 第 ５ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ア の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 措 置 の 基 準

（第４条第２項第１号 及び第４号に規定する 措置に限る。）⇒★  



 


